
様式第9号の2 (第 16 条第1項関係)

事業の種類

労働者派'

下記②に該当しない労働者

時問外労働をさせる

必要のある具体的事由

エムシーバートナーズ株式会社瀬戸内オフィス

決算事務、精算牢務、生産管理等、不時の

執務作業に備えるため

事業の名称

械設備等の緊急の修繕、定修時等の業

、コンビユータ処理業務等の不時のイ乍業に

備えるため

時問外労働

休日労働

1年単位の変形労働時問制

により労働する労働者

測できなかった実験状況の変化に伴う実験

寺間の延長、及び他部門との連携上早期に

とりまとめが必要なデータ整理、文献調査等の

業務のため

に関する協定届

決牢務、精亊務、生産管理等、不時の執務作業に備えるため

機械設備等の緊急の修繕、定修時等の業務、コンビユータ処理業務等の

不時のイ乍業に備えるため

予測できなかった実験状況の変化に伴う実験時間の延長、及び他部門

との連携上早期にとりまとめが必要なデータ整理、文献調査等業務のため

業務の種類

休日労働をさせる必要のある具体的事由

イ〒712 -8054)

岡山県倉敷市潮通3丁目4番地 2025年4月1日から1年間

(訂1話番骨:086 -457 -2116)

延長することができる時問数

1年(①についてはき60時簡ま

1箇月(①にっいては'時冏まで、②にっいては320時問まで)
1日

で、⑦についてはU時問まで)
起算日 2025年4月1日
師1Ⅱ."
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超える時問"麺える時問数超える時問数
:(任意):(任意)'n:(任意)

8時間 45時間 360時問

図團団回田回田囲囲團圃回圃圃ロロロロ労働保険番号
山塑凶囲L量生1 1 怯番" Ⅱ如拓抑場番"1觴酔目"

団団田國圏圃田団囲團國國團法ノ、番号

事業の所在地(電話番号) 協定の有効期問

亊務関係業務

労働者数所定労働時問

(満,.歳)
イ 1 1'1)

(任意)以ヒの有

その月の士曜白の臼数

現業関係業務

上記で定める時問数にかかわらず、時問外労働及び休日労働を合算した時問数は、 1筒月について 100時問未満でなけれぱならず、かつ2箇月から6箇月までを平均1 て
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研究関係業務

労働させることができる法定

休日における始業及び終業の時刻

96

原則 8:30-17:15

10

業務の種類

事務関係業務
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8時間 1

現業関係業務

労働者数

研究関俳業務

(満畷)(以..ぎ)
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ーフ,3'-6
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蛤

45時間 1

土・日・祝日・国民の休日・他会社力司旨定した日

原則 8:30-17:15

甲一甲一■.^甲1^一●一"+^一州一』卜闘一ー'、、"●+ー^ーーー1^ー

!0

土・日・祝日・国民の休日・他会社が指定した日

所定休日
(任意)

土・日・祝日・国民の休日・他会社力開定した日

^^●.

原則 8:30-17:15

360時問

労働させることができる

法定休日の日数

その月の土曜日の日数

360時問

その月の土曜白の白数

時
問
外
労
働



様式第9号の2 (第 16 条第1項関係)

駆時的に限度時問を超えて労働させることができる場合

予・決関連業務、原材料及び製品バランス^のある

突発トラブルへの対応、業務期限の迫った重要な社外対応

(顧客、行政機関等)その他臨時に対応が必要となる業務

機械装田の突発的故修理への対応業務、・原材料及び

製品バランス^のある突発トラブルへの対応業、事故・災害へ

の対応、プロジエクト業務におけるビーク時対応、その他廊時に対応

が必要となる業務

期限の迫った重要な社外対応(顧客、行政機関等)

その他簡時に対応が必要となる業務

時間外労働

休日労働

労働者イt表に対する事前申し入れ(協議)
(該当する岳TJ) (典伸的内奔)

①⑤⑨ ①対象労働者への医師(産業医)による面接指導の実施 ⑤対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じ健康診断を実施
⑨産業医等による助言・指導を受け又は労働者に産業医等による保健指導の実施

上記で定める時問数にかかわらず、時佃外労働及び休日労働を合算した時問数は、 1箇月にっいて100時問末満でなけれぱならず、かっ2箇月から6箇月までを平均して80時問を超過しないこと。団

(チエックポックスに要チェック)
協定の成立年月日 2025年3月5日

協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名派遣スタ
協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法(投粟による選挙

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事音である労働者の過半数を代表する耆が事業場の全ての労働占の過半数を代表する音である二と。団
(チェックポックスに要チェック)

上記労働音の過半数を代表する者が、労働基準法第U 条第2号に規定する監督又は管理の地位に商る者でなく、かっ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明rかにして実 雫1及、'¥デ"手等の方法による手
統により選出された者であって使用者の意向に基づき選出さオ1たものでないこと。団(チェックポック人に要チェック)

X、

2025年3月5日

限度時問を超えて労働させる場合における手絖

隈度時問を超えて労働させる労働者に対する健康及び

福祉を確保するための措催

業務の極類

に関する協定届(特別条項)

労働者数

(満畷)(以肋")

事務関係業務

延長することができる時間数

怯定労働時冏を,所定労働時問を

超える時問数,超える時問数
(任意)

1日

(任意)

現業関係業務

研究関係業務

デー,●◆■●◆■◆一ーーーーー

1箇月
作寺朋外労働及び休"労働をn尊L たE討m数.1000キ問米榔に似る}

延長することができる時間数
及び休Ⅱ労働の時悶数

隈度時闘を超え:、、、、、"、"、、、、

_、」・:・えた労働に係

雌"以内1:醍る.)労働の時間数を介1労働の時間数を介る割垪賃金*
"した時問数算した時問数

(任意)
.

倉敷 労働基準監督署長殿

職名

氏名

1年
(時問外労働のみの時間数.
720時問以内に似る。)

2025年4月1日から

延長することができる時間数

99時間 55分: 2デ飢*) 720時間 259,'0(*)

(*)但し、延長時間が1ケ月45時間を超えた場合の割増金率は25%、 60時間を超え

る場合には割増金率は50%(法定・法定外ともに休日労働は35中。)

法定労働時問を

超える時問数

4;轟'>>、.、い、
チーフ

吉田

所定労働時間を

超える時問数

(任意)

1年問

↓度時間を超

えた労働に係

る割則賃金牢

259'0(*)

使用者


